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ⅠⅠⅠⅠ    平成平成平成平成２３２３２３２３年度中小企業労働事情実態調査実施要領年度中小企業労働事情実態調査実施要領年度中小企業労働事情実態調査実施要領年度中小企業労働事情実態調査実施要領 
    

１１１１．．．．調査目的調査目的調査目的調査目的 

   この調査は、中小企業における労働事情を的確に把握し、適正な中小企業労働対策の樹立並びに時

宜を得た雇用・労働対策事業の推進に資することを目的に実施する。 

    

２２２２．．．．調査実施方法調査実施方法調査実施方法調査実施方法 

   郵送調査・郵送回収 

    

３３３３．．．．調査時点調査時点調査時点調査時点 

   平成２３年７月１日現在 

    

４４４４．．．．調査実施期間調査実施期間調査実施期間調査実施期間 

   平成２３年７月１日～７月１１日 

    

５５５５．．．．調査対象業種調査対象業種調査対象業種調査対象業種とととと分類分類分類分類 

 （１）製 造 業 ９業種…「食料品製造業」、「繊維工業」、「木材・木製品製造業」、「印刷・同関

連業」、「窯業・土石製品製造業」、「化学工業」、「金属・同製品製造

業」、「機械器具製造業」、「その他の製造業」 

  （２）非製造業 ５業種…「情報通信業」、「運輸業」、「建設業」、「卸・小売業（飲食店を除く。）」、 

「サービス業（娯楽を除く。）」 

    

６６６６．．．．調査対象事業所調査対象事業所調査対象事業所調査対象事業所 

   東京都内にある中小企業団体傘下の事業所で、従業員３００人以下の１，５００事業所を対象とす

る。 

    

７７７７．．．．調査対象業種比率及調査対象業種比率及調査対象業種比率及調査対象業種比率及びびびび従業員規模別事業所比率従業員規模別事業所比率従業員規模別事業所比率従業員規模別事業所比率 

   製造業９００事業所（９業種各１００事業所）、非製造業６００事業所（５業種各１２０事業所）

である。ただし、非製造業のうち、「卸・小売業」については、「卸売業」６０事業所、「小売業」

６０事業所としている。 

 

    

    

    

    

    

８８８８．．．．調査票調査票調査票調査票のののの様式様式様式様式 

   「平成２３年度中小企業労働事情実態調査票」参照 

製造業 各１００事業所 非製造業 各１２０事業所 

１０人未満 ２０％ ２０事業所 １０人未満 ３０％ ３６事業所 

１０～２９人 ３５％ ３５事業所 １０～２９人 ４０％ ４８事業所 

３０～９９人 ３５％ ３５事業所 ３０人以上 ３０％ ３６事業所 

１００～３００人 １０％ １０事業所 
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2,219

2,392

4,611

6,184

6,024

12,208

8,403

8,416

16,819

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000

東京都非製造業

東京都製造業

東京都全体

図図図図１１１１ 従業員数従業員数従業員数従業員数 [(S・A) ｎ＝479]

合計 男性 女性

ⅡⅡⅡⅡ    調査結果調査結果調査結果調査結果のののの概要概要概要概要    
 

回答事業所数内訳回答事業所数内訳回答事業所数内訳回答事業所数内訳 

 調査対象１，５００事業所のうち、有効回答事業所は４７９事業所で、有効回答率３１．９％であった。 

 

規模別回答事業所数内訳規模別回答事業所数内訳規模別回答事業所数内訳規模別回答事業所数内訳 

 調査結果をみると、業種計で１００人未満の事業所が４４２と、全体の９２．３％を占めており、さら

に３０人未満の事業所では３０３と、全体の６３．３％となっている。（表１） 

 

表表表表１１１１                規模別回答事業所数規模別回答事業所数規模別回答事業所数規模別回答事業所数 

                  （( )内単位：％） 

規模 

業種  
１～９人 １０～２９人 ３０～９９人 １００～３００人 合  計 

業種計 
１５０ 

（３１．３） 

１５３ 

（３１．９） 

１３９ 

（２９．０） 

３７ 

（７．７） 

４７９ 

（１００） 

製造業計 
６９ 

（３０．３） 

７３ 

（３２．０） 

６５ 

（２８．５） 

２１ 

（９．２） 

２２８ 

（１００） 

非製造業計 
８１ 

（３２．３） 

８０ 

（３１．９） 

７４ 

（２９．５） 

１６ 

（６．４） 

２５１ 

（１００） 

 

  従って、本報告書にみられる調査結果は、小規模企業の経営並びに労働事情の実態を反映したものとな

っている。 

 

１１１１．．．．従業員数従業員数従業員数従業員数 

  従業員総数は１６，８１９人であり、男性１２，２０８人（７２．６％）、女性４，６１１人 

 (２７．４％)で、１事業所当たりの平均従業員数は３５．１人である。               

  「製造業」の合計は８，４１６人で、男性は６，０２４人（７１．６％）、女性は２，３９２人 

 (２８．４％)となっており、２２８事業所の１事業所当たりの平均従業員数は３６．９人である。「非

製造業」の合計は８，４０３人で、男性は６，１８４人（７３．６％）、女性は２，２１９人(２６．４

％)となっており、２５１事業所の１事業所当たりの平均従業員数は３３．５人である。平均従業員数を

対前年度比でみると、全体で５．８人、製造業は８．８人、非製造業では２．８人と、いずれも減少し

ている。（図１） 

 

 

 

    

    

    

 

 

 

合計　 女性　 男性

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人
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―　6　― ―　7　―

良い　 変わらない　 悪い

強化拡大　 現状維持　 縮小　 廃止　 その他

0.4

0.4

0.4

0.0

0.7

0.0

0.7

0.0

0.0



―　6　― ―　7　―

製造業　　 非製造業



―　8　― ―　9　―

製造業　　 非製造業



―　8　― ―　9　―

東京　　 全国



―　10　― ―　11　―

３８時間以下　　　　 ３８時間超４０時間未満
４０時間　　　　　　 ４０時間超４４時間以下

０時間　　　　　　　　　 １０時間未満
１０〜２０時間未満　　　 ２０〜３０時間未満
３０〜５０時間未満　　　 ５０時間以上

東京 全国

東京 全国



―　10　― ―　11　―

１０日未満　　　　　　　 １０〜１５日未満
１５〜２０日未満　　　　 ２０〜２５日未満
２５日以上　　　　　　　　　　　　　　　　

東京 全国



―　12　― ―　13　―

５日未満　　　　　　　 ５〜１０日未満　
１０〜１５日未満　　　 １５〜２０日未満
２０日以上　　　　　　　　　　　　　　　

東京 全国
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毎年、採用している　　　　　　　　 数年間隔で採用している
必要に応じて不定期に採用している　 新規学卒者は採用していない

学校への求人・学校からの推薦　　　 ハローワークへの申込み
民間職業紹介所への申し込み　　　　 求人情報誌・新聞・チラシ等への掲載
自社ホームページへの掲載　　　　　 求人情報サイトへの登録・掲載
親族・知人の紹介　　　　　　　　　 合同会社説明会等への参加
その他

1.0

2.0

0.0

1.8

3.6

0.0



―　14　― ―　15　―

専門的知識・技能　　　　　　　　　 一般常識・教養　　　　 行動力・実行力
表現力・提案力　　　　　　　　　　 理解力・判断力　　　　 創造性・企画力
協調性・コミュニケーション力　　　 熱意・意欲　　　　　　 その他

1.4

1.5

10.7

0.0

0.0

0.0



―　14　― ―　15　―

新規学卒者に含めている　　　 新規学卒者には含めていない



―　16　― ―　17　―

契約社員　 嘱託社員（定年後の再雇用）　 パートタイマー　 アルバイト　 その他

4.2

0.5

0.0

0.0

0.0

3.6



―　16　― ―　17　―

全員に明示している　 一部の人には明示している　 明示していない

口頭による通知　 書面の交付　 電子メールによる通知　 その他

東京 全国



―　18　― ―　19　―

書面は交付せずに更新している
書面は交付しているが、形式的なものである
更新の都度、署名を求めているが詳しい説明は行っていない
更新の都度、詳しく説明 を行ったうえで署名を求めている
その他

4.2

2.2

5.3

1.6

2.6

0.0

更新しない　　 １〜３回　　　 ４〜５回　
６〜１０回　　 １１回以上　　 定めていない

東京 全国



―　18　― ―　19　―

１年以内　　　　　　 １年超３年以内　　 ３年超５年以内
５年超１０年以内　　 １０年超　　　　　 定めていない

賃金の昇給　　　　　 賞与の支給　　　　　　 各種手当ての支給　　　 退職金の支給
慶弔休暇の付与　　　 社会保険への加入　　　 育児・介護休業の付与　 福利厚生の利用
定期健康診断の実施　 責任ある地位への登用　 教育訓練の実施　　　　 その他

2.5

2.7

10.5

1.6

2.7

0.0

東京 全国



―　20　― ―　21　―

転換したことがある　　　 転換したことはない



―　20　― ―　21　―

東京　　　 全国

正社員に転換するには能力が不足している　 正社員に転換すると雇用調整がしにくくなる
正社員としてのポストが少ない　　　　　　 人件費が増大する
正社員と同じ働き方が出来ないため　　　　 正社員転換制度がない
その他



―　22　― ―　23　―

雇止めをしたことがある　 雇止めをしたことはない



―　22　― ―　23　―

業務量の減少　　　　　　　　　　　　 経営状況の悪化
労働者の勤務態度の不良　　　　　　　 労働者の傷病などによる勤続不能
労働者の能力不足　　　　　　　　　　 従事する業務の終了・中止のため
更新しない契約をしていたため　　　　 その他



―　24　― ―　25　―



―　24　― ―　25　―

高校卒　 専門学校卒　 短大卒（含高専）　 大学卒

 

 

12.6%

62.1%

25.3%

ある ない 未定

１００

３０

１０

東京都全体

図図図図２７２７２７２７    平成平成平成平成２４２４２４２４年年年年３３３３月月月月のののの

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

９９９９．．．．賃金改定賃金改定賃金改定賃金改定    

(1)(1)(1)(1)賃金改定賃金改定賃金改定賃金改定のののの実施状況実施状況実施状況実施状況    

平成２３年１月１日から同年

４０．９％（前年度比１４．４

１．７ポイント減）、「今年は

月以降引上げる予定」が７．９

ント減）、「７月以降引下げる

と比較すると「今年は実施しない

不況に加えて東日本大震災の影響

られる。（表５） 

表表表表５５５５    賃金改定賃金改定賃金改定賃金改定のののの実施状況実施状況実施状況実施状況

                               

         項目 

 

業種計・規模 

引上げた 

全   国 
３０．０ 

(２８．１) 

東 京 都 
３０．１ 

(３１．８) 

[規模別] 

１～９人 

１０～２９人 

３０～９９人 

１００～３００人 

 

 ８．０ 

２６．８ 

５２．５ 

４８．６ 
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2.83 

1.83 

1.57 

2.50 

2.04 

1.50 

2.33 

1.33 

1.00 

1.71 

0.00 

1.00 

1.00 

0.00 

1.00 

1.43 

1.00 

0 人 1 人 2 人 3 人 4 人 5 

１００～３００人

３０～９９人

１０～２９人

１～９人

東京都全体

高校卒 専門学校卒 短大卒

のののの新規学卒者新規学卒者新規学卒者新規学卒者のののの採用計画採用計画採用計画採用計画のののの有無及有無及有無及有無及びびびび人数人数人数人数    [(S・

    

同年７月１日までの賃金改定の実施状況については

４ポイント増）で最も多く、次いで「引上げた

は実施しない（凍結）」が１３．８％（同１１．

９％（同０．９ポイント増）、「引下げた」が４

げる予定」が２．９％（同１．４ポイント減）の順

しない（凍結）」が大幅に減少したものの「未定」

影響もあることから、経営者の判断がより慎重となっている

    

実施状況実施状況実施状況実施状況    [(S・A) ｎ(東京都)＝479、ｎ（全国）＝

                               （単位：％、（

引下げた 
今年は実施し

ない（凍結） 

７月以降引上

げる予定 

７

３．０ 

(３．７) 

２５．２ 

(２２．６) 

５．２ 

(５．３) 

   ４．４ 

(５．３) 

１３．８ 

(２５．１) 

７．９ 

(７．０)    

 

  ６．７ 

  ４．６ 

  ２．９ 

  － 

 

１８．７ 

１６．３ 

８．６ 

２．７ 

 

  ２．７ 

  ７．８ 

  ９．４ 

 ２４．３ 

 

1.00 

3.70 

1.89 

1.43 

2.28 

5 人 6 人 7 人 8 人 9 人

短大卒（含高専） 大学卒

・A) ｎ＝478] 

については、全体で、「未定」が 

げた」が３０．１％（同 

．３ポイント減）、「７

４．４％（同０．９ポイ

順となっており、前年度

」が大幅に増加している。

となっていることが考え

）＝17,885]    

：％、（ ）内は前年度の数値） 

７月以降引下

げる予定 
未 定 

１．０ 

(１．５) 

３５．６ 

(３８．７) 

２．９ 

   (４．３) 

４０．９ 

(２６．５) 

６．０ 

２．０ 

１．４ 

  － 

 

 ５８．０ 

 ４２．５ 

 ２５．２ 

 ２４．３ 

ある　 ない　 未定
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業種                    区分    平成２２年度       平成２３年度    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  平均昇給額（円）  平均昇給額（円） 平均昇給率（％） 

    業   種   計 ▲４２２ 

２，３５６ 

▲１３７ 

３，３５４ 

▲０．０５ 

 １．１７ 

 

 
小     計 

▲３２４ 

  ２，７１４ 

▲１６０ 

３，２７１ 

▲０．０６ 

 １．１７ 

 

 

 製 

 

 

 

 

 造 

 

 

 

 

 業 

食料品製造業 
５，９６０ 

  ８，８８０ 

４，６２５ 

    ６，２１９ 

 １．６４ 

 ２．２４ 

繊維工業 
   ２，８９６ 

  ３，７１８ 

６，３７１ 

５，４７７ 

２．１１ 

１．８７ 

木材・木製品製造業 
▲３６，８００ 

▲１３，１４２ 

▲７，８６１ 

▲１４，７４１ 

▲２．６２ 

▲４．９０ 

印刷・同関連業 
▲２，３３０ 

 １，８１５ 

１，５９２ 

２，９６２ 

０．５８ 

１．１０ 

窯業・土石製品製造業 
３，２６４ 

  ２，７７３ 

   ▲５，８４４ 

１，８２７ 

▲２．０４ 

０．６７ 

化学工業 
４，７２３ 

  ５，１８３ 

３，２１２ 

４，３４３ 

１．１４ 

１．４９ 

 金属・同製品製造業 
４，４９４ 

  ４，４８２ 

   ８１１ 

１，４２０ 

０．２８ 

０．５１ 

 機械器具製造業 
▲６，５０５ 

▲８３５ 

６，２８９ 

７，１２２ 

２．１６ 

２．３８ 

 その他の製造業 
８，２７３ 

  ２，６２９ 

▲１０，２６２ 

３，０３３ 

▲３．２９ 

 １．１２ 

 

 

 

 

 非 

 

 製 

 

 造 

 

 業 

   小      計 
▲５３４ 

  １，８４４ 

▲１１６ 

３，４３６ 

▲０．０４ 

 １．１７ 

 情報通信業 
 ▲２，８８７

  ▲１３，６２９ 

  ▲１，０２８ 

２，３１８ 

 ▲０．３５ 

  ０．９１ 

 運輸業 
     ２０９ 

 ▲１，５８５ 

２，９７９ 

３，５４１ 

    １．１５ 

    １．５０ 

 建設業 
▲２，９６８ 

 ３，６５９ 

１，２４０ 

４，５２０ 

  ０．３７ 

  １．４０ 

 卸・小売業 
２，７２３ 

  ２，７０７ 

   ３，４３２ 

３，４９７ 

 １．１８ 

 １．１７ 

 

 

 

卸売業 
３，００２ 

  ２，５３６ 

   ３，７８７ 

３，６６９ 

    １．２８ 

 １．２２ 

小売業 
   ２，１９５ 

  ３，２４３ 

２，２６０ 

１，７７９ 

    ０．８２ 

    ０．６５ 

 サービス業 
▲２，４０６ 

 ４，４４８ 

▲７，０９８ 

１，９５８ 

 ▲２．３１ 

  ０．６５ 
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0.23
▲ 0.24

1.03

1.82

2.44

1.83 1.86
2.11 2.11

1.92

-0.5 

0.0 

0.5 

1.0 

1.5 

2.0 

2.5 

3.0 

平成14年度 15 16 17 18 19 20 21 22 23

図図図図 ２８２８２８２８ 過去過去過去過去１０１０１０１０年間年間年間年間のののの平均昇給率平均昇給率平均昇給率平均昇給率（（（（単純平均単純平均単純平均単純平均））））

 業  

 

 

卸売業 
３，００２ 

  ２，５３６ 

   ３，７８７ 

３，６６９ 

    １．２８ 

 １．２２ 

   

   

   

   

   

小売業 
   ２，１９５ 

  ３，２４３ 

２，２６０ 

１，７７９ 

    ０．８２ 

    ０．６５ 

 サービス業 
▲２，４０６ 

 ４，４４８ 

▲７，０９８ 

１，９５８ 

 ▲２．３１ 

  ０．６５ 

    

規模別でみると、単純平均では、従業員数１～９人規模が▲９，５５５円（▲３．０４％）、１０

～２９人規模が５１６円（０．１８％）、３０～９９人規模が３，６０４円（１．２４％）、１００

～３００人規模が４，２５１円（１．５９％）であり、加重平均では、１～９人規模が▲１，３５３

円（▲０．４４％）、１０～２９人規模が１，３１４円（０．４５％）、３０～９９人規模が 

３，７５９円（１．３０％）、１００～３００人規模が４，１９５円（１．５３％）となっている。 

なお、賃金改定後の平均所定内賃金及び平均昇給額は全体で、下表のとおりである。（表７） 

 

 表表表表７７７７    賃金改定後賃金改定後賃金改定後賃金改定後のののの平均所定内賃金平均所定内賃金平均所定内賃金平均所定内賃金、、、、平均昇給額平均昇給額平均昇給額平均昇給額・・・・昇給率昇給率昇給率昇給率    

                                      （上段：単純平均・下段：加重平均、（ ）内は全国の数値） 

 

   過去１０年間にみる平均昇給額及び昇給率（単純平均）の推移は、次のグラフに示すとおりである。 

（図２８・２９） 

                                                                                            

（単位：％） 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

賃金改定 
改定後の平均所定内

賃金 
平均昇給額 平均昇給率 

引上げた事業所 

２９１，６０８円 

(２５１，２８５円) 

  ５，４９２円 

(５，６４６円) 

   １．９２％ 

   (２．３０％) 

２８７，４３８円 

(２５２，６９２円) 

  ４，８５７円 

(４，３６２円) 

    １．７２％ 

   (１．７６％) 

引下げた事業所 

３０１，２８５円 

(２４８，３００円) 

  ▲３８，６１７円 

（▲２４，４７５円） 

▲１１．３６％ 

（▲８．９７％） 

２８３，０３７円 

(２４７，４７７円) 

  ▲１５，６２８円 

（▲１５，５５２円） 

▲５．２３％ 

（▲５．９１％） 
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